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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リサイクル・アスファルト内の瀝青の老化を低減する物質を添加し且つ粒状アスファル
トの加熱の度合を制限することによってリサイクル・アスファルトを再使用し且つアスフ
ァルト骨材を生産する方法であって、
　新しいアスファルト骨材の生産において、リサイクル・アスファルトの含有分は、完全
に使用され、リサイクル・アスファルト内瀝青の酸化の程度は低減され、
　リサイクル・アスファルトは調合する毎に使用され、粒状アスファルトの加熱は、１２
０゜Ｃから実行され、又は、その加熱の度合は、１２０゜Ｃへ低減され、軟化用薬剤と硬
化用薬剤とより成る組合せを使用し、
ａ）常温相に於いて前記軟化用薬剤と硬化用薬剤より成る組合せをリサイクル・アスファ
ルトに混合することにより、両剤の協働により粘度を低減し、
ｂ）室温で液体状で、高沸点性で、瀝青との混和が可能な物質又は物質調合物で、
　１２０゜Ｃより高い引火点（ＣＯＣ）を有し、石油留分である潤滑基油、潤滑油製造の
副産物、廃油処理で生成される液状生成物、天然生成物である油脂、又は植物又は動物由
来の油脂である脂肪酸メチルエステル、又はこれらの物質の混合物を含む物質又は物質調
合物が、軟化用薬剤として使用され、
　６０℃未満の温度では非流動性で、非脆性で高剛性の、合成パラフィンワックス又は石
油から分離されたパラフィンワックス、石炭から採集される化石ワックス、植物又は動物
由来のワックス、高溶解性の脂肪及びそれに由来するワックス類似の特性を備えるエステ
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ル及びアミド、ワックス類似の特性を備える合成されたエステル及びアミド、熱可塑性ポ
リマーであるポリエチレン、エチレンビニルアセテート共重合体またはエチレンプロピレ
ン共重合体、フェノールホルムアルデヒド樹脂、脂肪族、芳香族及びスチロール－インデ
ン樹脂のような混合炭化水素樹脂、コロポニューム樹脂、並びにグリセロール又はペンタ
エリトロールエステルを含む材料が、硬化用薬剤として使用され、
ｃ）アスファルト骨材の混合温度および舗設温度は、混合物の粘度が低減し、且つ、変形
安定性に対する影響が増大する６０゜Ｃからであり、
ｄ）生成されるアスファルトの硬度は、軟化用薬剤と硬化用薬剤とより成る組合せによっ
て設定され、
　添加されたリサイクル・アスファルト内の瀝青の軟化点が環球法に従い低減される
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　フラックス・オイルが軟化用薬剤として使用され、ＦＴパラフィンが硬化用薬剤として
使用されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記リサイクル・アスファルトとの混合物は、新しい鉱石材料及び／又は新しい結合剤
／瀝青の添加なしに調製されることを特徴とする請求項１若しくは２に記載の方法。
【請求項４】
　老化した結合剤／瀝青に確認された結合剤／瀝青含有分４．８Ｍ％＝４８ｋｇを含む再
利用粒状リサイクル・アスファルト１，０００ｋｇにつき、
ａ）４．８ｋｇのフラックス・オイルが軟化用薬剤として添加され、
ｂ）１．６ｋｇのＦＴパラフィンが硬化用薬剤として（フラックス・オイルを含む軟化用
薬剤に結合剤／瀝青の規定の３％加えたものに従い）添加されることを特徴とする請求項
１乃至３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　生成されたアスファルト骨材は、
ａ）１２０゜Ｃへの加熱により、１３．３ＫＮの安定値に達するマーシャル安定度を有し
、
ｂ）１３５゜Ｃへの加熱により、２．４ｇ／ｃｍ３に達する容積密度を有し、及び／又は
、
ｃ）１３５゜Ｃへの加熱により、２．９容積％の値に達する空洞減少を有することを特徴
とする請求項１乃至４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　ａ）リサイクル・アスファルトを得るための切断装置（１）、
ｂ）リサイクル・アスファルトから必要な粒径のものをふるい分けるためのスクリーン装
置（２）、
ｃ）リサイクル・アスファルトを加熱するためのドラム装置（５）、
ｄ）アスファルト骨材を混合するための混合装置（１１）、及び
ｅ）アスファルト骨材を積み込むための積み込み装置を有するアスファルト骨材製造のた
めのプラント構成を使用することを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、リサイクル・アスファルト（Ausbauasphalt）を再利用する方法、及び、
少なくとも添加されるリサイクル・アスファルト含有分を使用した常温又は高温アスファ
ルト骨材のような新しいアスファルト骨材の生産に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この発明の意義の範囲内において、リサイクル・アスファルトとは、瀝青舗装のブロッ
ク状切断又は破砕によって得られる生成物であって、少なくとも瀝青と岩石の再利用可能
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な成分を含有し且つ再利用の際には、例えば、粒状材料として処理される全ての生成物を
言うものと理解される。リサイクル・アスファルトを粒状材料に処理するそのような方法
は、例えば、特許文献１と特許文献２に開示されている。
【０００３】
　この発明で、アスファルトの意味は、常温及び高温アスファルト骨材を含んでおり、瀝
青及び鉱石材料の含有分、並びに、必要ならば、所望により使用される、例えば、アスフ
ァルト高速道又はその他のアスファルト舗装でのアスファルト骨材の適用でのような充填
材を含有する全ての骨材である。
【０００４】
　リサイクル・アスファルトは、現有資源活用の観点から、その重要性が世界的規模で増
大している。原理的には、ほとんど全てのリサイクル・アスファルトの再利用が可能であ
り、特に、新しいアスファルト骨材の製造のためには再利用が可能である。既に国家的に
承認された再利用の要請は、建設材料アスファルトの事例において現在実施されているが
、改良されるべき必要がある。
【０００５】
　ドイツ国の年間アスファルト生産量は、概ね６千万トンであり、概ね１千５百万トンの
リサイクル・アスファルトがドイツ国で現在再利用されている。しかし、リサイクル・ア
スファルトの再利用は、より一層高いレベルが可能である。
【０００６】
　また、新骨材に添加されるリサイクル・アスファルトの量については、関連する技術規
則及び仕様書の中に、既に、リサイクル・アスファルトの状態及び同質性に依拠した明確
な規定が存在する。
【０００７】
　それには、添加に第１の限界が設定されている。それに規定されている限界は、リサイ
クル・アスファルトの状態と粒状アスファルト（すなわち、混合プラント内への供給が終
了した処理済み材料）が加熱されたときの技術的可能性に依拠している。瀝青のような、
アスファルトに含有された結合剤は、また、長期間の交通運行下敷設で酸化しそしてもろ
く成る（老化として知られる）ので、新骨材内に適当な新しい瀝青を添加することによっ
てこの老化に対処する措置がとられている。しかし、一段階柔らかい瀝青の添加物を形成
する限界が、新しい瀝青の添加に関する技術的規則内に示されている。
【０００８】
　さらに、（例えば、平行ドラム内で）粒状アスファルトを加熱するときの限界が設定さ
れている。リサイクル・アスファルトは、通常、大気環境状況を考慮して１３０゜Ｃ－１
４０゜Ｃへと加熱される。さらに、汚染物質除去は高価となるので、混合プラントの煙突
の排気の清浄さの程度が問題となっている。
【０００９】
　概ね５０重量％のリサイクル・アスファルトが新骨材中に添加された場合には、新鉱石
材料は、２００゜Ｃよりも高く十分に加熱される必要がある。この方法でのみ、概ね１６
０－１８０゜Ｃの所要骨材温度の達成が可能である。リサイクル・アスファルトを添加し
ない場合、現技術水準では、鉱石材料を加熱するため、最低でも１８０゜Ｃの温度が必要
である。
【００１０】
　現在、３つの困難な課題が、リサイクル・アスファルトのより一層高い再使用率を妨げ
ている。
１．リサイクル・アスファルト内瀝青の酸化（老化）の程度。
２．組成（現在、調合する毎でのリサイクル・アスファルトの使用は不可能である）。
３．粒状アスファルト加熱のために新しい加熱技術が開発される必要がある。
【００１１】
　検証された特許文献によれば、関連する技術部門は、リサイクル・アスファルトの再使
用に関連するいくつかの事項及びリサイクル・アスファルトの再使用に関連する部分的問
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題の解決にのみ今までのところ向けられている。それらは、一方では、環境的又はプラン
ト及びプロセスに特異な問題、又は組成物の含有比率のいずれかを課題としており、付加
的には、研究的見地のみにおいてではあるが、アスファルトの再使用を可能とするように
、リサイクル・アスファルトを、個別の成分品質において、改良する処置を課題としてい
る。
【００１２】
　これらの事項は、検証された特許文献に適合する以下の開発年表によって説明される。
【００１３】
　すなわち、特許文献３には、加熱リサイクル・アスファルトのような瀝青骨材を処理す
る装置が提示されているが、リサイクル・アスファルトに関する問題は、未だ、詳細には
検討されてはいない。
【００１４】
　特許文献４では、多段階処理方法であって、第１の処理段階において粒状材料と岩石が
混合装置内に供給される、粒状化されたリサイクル・アスファルトを使用してのアスファ
ルトを製造する方法が提示される。この方法では、瞬間的気化による爆発なしに、リサイ
クル・アスファルトの大部分の使用が確保される。
【００１５】
　特許文献５には、リサイクル・アスファルトを使用したアスファルト製造方法であって
、炭化水素含有分に関して熱処理からの排気ガスを最小に抑えるための方法が開示される
。このリサイクル・アスファルトは、あらかじめ、粗留分と細留分とに分級される。粗留
分のみが、最初に、加熱処理され、細留分は、加熱処理の終了時点において、高温の瀝青
とともに添加される。
【００１６】
　特許文献６は、新しいアスファルトの製造におけるリサイクル・アスファルトの経済的
な加熱のため、別のドラム内のリサイクル・アスファルトを煙道ガスによって加熱する別
の方法を開示する。
【００１７】
　さらに、特許文献７は、リサイクル骨材（リサイクル・アスファルト）としての粒状材
料分を伴う瀝青骨材の低放射処理方法を開示している。これでは、前記含有成分は、最初
、他の物質ともども混合装置内で混合される。比較的大きな熱保存容量を有する含有成分
は、余熱を他の含有成分に伝えることによって温度平衡化のために使用される。
【００１８】
　特許文献８は、ピッチを含有するリサイクル・アスファルトの環境リサイクルのため、
瀝青エマルジョンへ、天然若しくは合成ゴム又は合成樹脂と陽イオン乳化剤との分散剤を
添加することを説明している。
【００１９】
　特許文献９は、処理されるアスファルト及び当該特許文献で古いアスファルト（リサイ
クル・アスファルト）と言及されるアスファルトの供給に関連して、経済的で環境に調和
し且つエネルギーを節約する処理に適合するアスファルト混合プラントの建設開発の方向
性を論述している。粒状アスファルトの加熱と乾燥のために、異なる設備と機能を備えた
部分に分割され且つ対向流内にて間接的に加熱される乾燥ドラムが提供され、これにより
、必要エネルギーと排気ガスとは低減され、且つ瀝青を含有する粒状アスファルトのひび
割れは防止されるとされている。
【００２０】
　特許文献１０は、他の事項と伴に、古いアスファルト（リサイクル・アスファルト）は
、混合プラントへと導入され、この混合プラント内で、新しいアスファルトが周知の慣用
的な方法によって製造されると記述する。その目的のため、フィッシャー・トロプッシュ
合成によって生成されたパラフィン（ＦＴパラフィン）が、所定の含有成分内に添加され
る。この添加されるＦＴパラフィン（ＳＡＳＯＢＩＴ（商標））は、機能上、道路面とし
て敷設されるアスファルトの耐性を向上することを企図している。
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【００２１】
　特許文献１１には、他の事項ともども、重量によって所定の含有量に決められた窒素、
酸素、硫黄、水素、及び炭素のような各種の他の化学成分と協働する又は混合する温浸ス
ラッジから生成される油の添加によるリサイクル・アスファルトの再生の意味での若返り
が論述されている。
【００２２】
　さらに、特許文献１２では、リサイクル・アスファルトの再生は、所定の添加物への頁
岩油の使用によって達成されるとされている。しかしながら、頁岩油は、芳香物なので環
境的に有害であり、したがって、この方法も、また不都合である。
【００２３】
　特許文献１３、特許文献１４、特許文献１５も、特許文献１６と同様に、慣用のアスフ
ァルト混合物に油又は他の添加剤を添加することによって、例えば、粘度及び抵抗力のよ
うな所定の特性を低温度において変更することに関係する。リサイクル・アスファルトの
再利用実施に伴う特異なそして未だ解決されていない問題は、それに関連して論述されて
おらず、創作的な解決策も提供されていない。
【００２４】
　さらに、特許文献１７では、アスファルトとフラックス・オイルが、低温プロセスにお
いて使用され、その過程で、フラックス・オイルは、古い結合剤からの骨材包晶に低温相
で浸透し且つ膨張し、圧縮の際の結合を確実にする。
【００２５】
　一方、特許文献１８は、非常に硬い結合剤を伴う混合物内のリサイクル・アスファルト
の限られた含有分の二重包晶に関する。
【００２６】
　現技術水準から異なる開発方向の研究分野が、特許文献１９に包含されており、この特
許文献１９では、また、リサイクル・アスファルトと伴に結合剤を含む補修材料が提示さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２７】
【特許文献１】米国特許第５６２６６５９号明細書
【特許文献２】ドイツ国特許第４４０７８２２号明細書
【特許文献３】ドイツ国特許第Ｇ８９０７８９２．６号明細書
【特許文献４】ドイツ国特許第３８３１８７０号明細書
【特許文献５】ドイツ国特許第４１４０９６４号明細書
【特許文献６】ドイツ国特許第４３２０６６４号明細書
【特許文献７】ヨーロッパ特許第０２１６３１６号明細書
【特許文献８】ヨーロッパ特許第０４０９０９７号明細書
【特許文献９】ドイツ国特許第１９５３０１６４号明細書
【特許文献１０】ヨーロッパ特許第１２５４９２５号明細書
【特許文献１１】ドイツ国特許第０５５８１７４号明細書
【特許文献１２】米国特許第５７５５８６５号明細書
【特許文献１３】米国特許第５９０５７６０号明細書
【特許文献１４】米国特許第５９６１７０９号明細書
【特許文献１５】米国特許第５９１１８１５号明細書
【特許文献１６】オーストラリア国特許第３８２８７９７号明細書
【特許文献１７】米国特許第６１１７２２７号明細書
【特許文献１８】米国特許第６１５９２７９号明細書
【特許文献１９】米国特許公開第２００４／０１４６３５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００２８】
　分析された現技術水準の全体的検討は、リサイクル・アスファルトの再使用及び高温ア
スファルト骨材の製造に関連する、
１．リサイクル・アスファルト内瀝青の酸化（老化）の程度、
２．組成（調合する毎にリサイクル・アスファルトを使用することは不可能である）及び
３．１４０゜Ｃに制限される粒状アスファルトの加熱の程度、
のような、すでに論述した問題の複合組合せ及び新たに要約された組合せは、内部的な従
来知られていない関連分野において未だ解決されていないことを示す。
【００２９】
　リサイクル・アスファルトの再使用と高温アスファルト骨材の製造におけるその方法に
おけるこの発明の新規な目的は、
【００３０】
　新しい再生剤の添加によってリサイクル・アスファルト内瀝青の老化を補償することと
、
【００３１】
　被覆過程、結合過程及び／又は担持過程において、アスファルト骨材の全ての新しい調
合法内でほとんど全てのリサイクル・アスファルトが使用可能であることを保証する状況
を作り出すことと、
【００３２】
　追加的な技術的出損なしに粒状アスファルトの制限された加熱度を維持することである
。
【００３３】
　そして、その工程は、従来からのプラントで環境に調和した様式で実施しなければなら
ず、高温アスファルト骨材の再使用率は上昇し、鉱石材料及び結合剤／瀝青のような従来
からの再使用材料は節約されることとなる。
【００３４】
　既述したように、アスファルトの道路舗装又は他の舗装は、その材質がその組成と舗設
に関して内部的且つ外部的に監視される高品質建設材料で実施される。したがって、解体
される道路は、有価値資源の意味をもち、この再使用が原材料の節約を常に助ける。これ
により、変換可能な再使用リサイクル・アスファルト含有分が多くなれば多くなるほど、
それだけ多くの原材料節約が可能となるという経済的及び環境保護的な目的が達成される
。
【００３５】
　再使用可能なリサイクル・アスファルト含有分の評価においては、他の事項ともども、
老化によって生起する瀝青の硬化程度を慎重に検討する必要がある。
【課題を解決するための手段】
【００３６】
　この発明に従い設定された目的は、例えば、リサイクル・アスファルト内の瀝青の老化
を低減する物質を添加し且つ粒状アスファルトの加熱の度合を制限することによってリサ
イクル・アスファルトを再使用し且つアスファルト骨材を生産する方法であって、
　新しいアスファルト骨材の生産において、リサイクル・アスファルトの含有分は、実質
的に全部使用され、リサイクル・アスファルト内瀝青の酸化の程度は低減され、
　リサイクル・アスファルトは調合する毎に使用され、粒状アスファルトの加熱は、１２
０゜Ｃから実行され、又は、その加熱の度合は、１２０゜Ｃへ低減され、軟化用薬剤と硬
化用薬剤とより成る組合せを使用し、
ａ）常温相に於いて前記軟化用薬剤と硬化用薬剤より成る組合せをリサイクル・アスファ
ルトに混合することにより、両剤の協働により粘度を低減し、
ｂ）室温で液体状で、高沸点性で、瀝青との混和が可能な物質又は物質調合物で、１２０
゜Ｃより高い引火点（ＣＯＣ）を有する物質又は物質調合物が、軟化用薬剤として使用さ
れ、６０℃未満の温度では非流動性で、非脆性で高剛性の材料が、硬化用薬剤として使用
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され、
ｃ）アスファルト骨材の混合温度は、混合物の粘度が低減し、且つ、変形安定性に対する
影響が増大する６０゜Ｃからであり、
ｄ）生成されるアスファルトの硬度は、軟化用薬剤と硬化用薬剤とより成る組合せによっ
て設定され、
　添加されたリサイクル・アスファルト内の瀝青の軟化点が環球法に従い低減されること
を特徴とする方法によって達成される。
【００３７】
　この発明は、まず第１に、任意の所望の硬度を達成すべく、リサイクル・アスファルト
内瀝青の老化によって増大した硬度を、軟化用薬剤（可塑剤）によって調整する処置に関
する。
【００３８】
　適当な可塑剤は、例えば、作業場とガソリン・ステーションからの産業油又はエンジン
処理により出る廃油からも採集されるフラックス・オイルを含む。これらの油は、原油か
ら採集され、これにより、石油留分の残油としての瀝青の問題なしに再混合することが可
能である。
【００３９】
　他の場合ではアスファルト構造内では使用されないが、植物油又はフリット油（Fritte
nole）も、軟質瀝青又は流動質瀝青が使用可能であるように、使用可能である。
【００４０】
　この発明に本質的なのは、前記方法に従い、上述した軟化用薬剤（可塑剤）と下記に説
明の硬化用薬剤（硬化剤）の系の組合わせ使用を実現することである。この可塑剤－硬化
剤の組合せ系は、リサイクル・アスファルトを含有する適当な混合物、主として、常温相
である混合物に添加される。
【００４１】
　環境調和条件下で所要舗設温度を実現すべく、例えば、可塑剤としてのフラックス・オ
イルと組み合わされたリサイクル・アスファルト（粒状材料又はミル加工された生成物）
に、ＦＴパラフィン（ＳＡＳＯＢＩＴ（商標））が、例えば、常温相内の硬化剤としてそ
のように添加される。
【００４２】
　リサイクル・アスファルトを使用した場合、そうでなければ、必要とされる舗装温度は
、その初期から、少なくとも３０゜Ｃだけ、すなわち、１７０゜Ｃから、リサイクル・ア
スファルトの加熱中に維持されるべき又は限定されるべき１４０゜Ｃへと驚異的に下げら
れる。最初から、混合物の生成に高温が必要なのではない。このような使用は、アスファ
ルト内瀝青の老化を通しても形成される瀝青内のアスファルテン及び化学生成物が、ＦＴ
パラフィン（ＳＡＳＯＢＩＴ（商標））と十二分に反応するとの結果を生ずる。
【００４３】
　この明細書で可塑剤－硬化剤の系に関し特定される物質は、後述の発明を実施するため
の形態の説明において、例として提示される。
【００４４】
　原理的には、室温では液状の高沸点性（hochsiedende）の物質又は物質調合物であって
、瀝青と混合可能で、１２０゜Ｃより高い引火点（ＣＯＣ）を有する物質又は物質調合物
が可塑剤を構成することができ、アスファルトの有用温度範囲内では非流動性で、非脆性
で高剛性（zah-elastisches bis springhartes）の材料が、硬化剤として利用可能である
。
【００４５】
　可塑剤の更に別の材料態様としては、潤滑基油のような高沸点性石油留分、潤滑油製造
の副産物、廃油処理にて生成される液状生成物、油脂のような天然生成物又は脂肪酸メチ
ルエステルのような植物又は動物由来の化学的に調整された油脂又はそれらの物質の混合
物をも使用することができる。
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【００４６】
　硬化剤の材料態様としては、合成されたパラフィンワックス又は石油から分離されたワ
ックス、石炭から採集された化石ワックス、植物又は動物由来の最近のワックス、高溶解
性（hochschmelzende）の脂肪及びそれらから化学的調整によって製造されワックス類似
の特性を備えた、例えばエステル及びアミドのような生成物、ワックス類似の特性を備え
た合成エステル及びアミド、ポリオレフィン特にポリエチレンのような低い平均モル質量
（Molmasse）の熱可塑性ポリマー、エチレンビニルアセテート共重合体及びエチレンプロ
ピレン共重合体のようなポリエチレン共重合体、フェノールホルムアルデヒド樹脂、脂肪
族、芳香族、及びスチロール－インデン樹脂のような混合炭化水素樹脂、コロポニューム
樹脂（Kollophoniumharze）のような最近の樹脂、並びに、グリセロール及びペンタエリ
トロールエステル（Pentaerythrolester）のようなそれらの化学的に調整された変異物質
を、硬化剤として使用することができる。
【００４７】
　したがって、組合せ効果の意味で機能的に組合された多重効果が達成され、例えば、油
成分によって可塑剤が得られ、ＦＴパラフィン（ＳＡＳＯＢＩＴ（商標））によって硬化
剤が得られる。そして、これが、組合せとして協働する可塑剤と硬化剤の成分の適当な調
合によって所望のアスファルト特性の調整が可能となるための条件を作り出す。驚いたこ
とに、新しい鉱石材料及び／又は新しい結合剤／瀝青なしにリサイクル・アスファルトを
使用する場合にも、このことが可能である。他の添加物のような明らかに必要な添加物は
、この例では排除される。
【００４８】
　リサイクル・アスファルトの再利用によってそのように製造されるアスファルト骨材の
ようなアスファルトは、前記成分の組合せ効果により、概ね、より良好に圧縮することが
でき、且つ、交通負荷に対する非常に強い耐性を発揮する。
【００４９】
　本来的に異なる作用を備えながらその作用において相互に助け合う成分から成り、骨材
内において、複合様式で、所定の目的を達成する均一な効果を生成するように結合した可
塑剤と硬化剤の最近の組合せ系は、従来技術の方法との比較において、少なくとも、リサ
イクル・アスファルトの最大量までの比較的高いリサイクル・アスファルト含有分の使用
を可能とする。新しいアスファルト骨材の製造は、アスファルト道路又は他のアスファル
ト舗装のような適用アスファルト層において、比較的低い加熱程度で且つ改良された技術
特性で実施されることができる。
【００５０】
　各種の実験系列において、第１の成分である可塑剤が、老化を低減するという意味にお
いてリサイクル・アスファルト内に含有される瀝青を新鮮な状態に戻す手段として機能し
、且つ気化及び化学的老化によって失われたマルテンを元に戻すことが発見された。老化
によって損なわれた瀝青の低温挙動は、これらの成分によって改善され、老化によって生
じた脆化は低減される。
【００５１】
　前記第１の成分は、上記に開示したように、室温で液体状の物質又は物質調合物より成
り、高沸点性で瀝青との混和が可能であり、１２０゜Ｃより高い引火点（ＣＯＣ）を有す
る。フラックス・オイルとして既に知られた高沸点性の石油留分、例えば、潤滑基油、潤
滑油製造の副産物、廃油処理において生成される液状生成物、しかし、また、油脂のよう
な天然生成物、又は植物又は動物由来の化学的に調整された油脂、例えば、脂肪酸メチル
エステルを使用することができる。そのような物質の混合物も、また使用可能である。
【００５２】
　組合された系の第２の成分である硬化剤は、第１に、アスファルト混合物の粘度を下げ
ることによってアスファルト混合プラントでのリサイクル・アスファルト処理を改善し、
第２に、生成されるアスファルト層の剛性及び変形安定性を向上する手段である。既述し
たように、この第２の成分は、したがって、非脆性で高剛性（zah-elastisches bis spri
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nghartes）の物質であり、アスファルトの有用温度範囲では非流動性である。
【００５３】
　アスファルトの製造及び処理の温度範囲において、この成分は液体状であり、瀝青との
混和は容易であり、同温度の典型的な瀝青結合剤の粘度よりも低いか又は多くても同じ高
さの粘度を有する。既述したように、合成的に製造したパラフィンワックス又は石油から
分離したパラフィンワックス、石炭から採集した化石ワックス、植物又は動物由来の最近
のワックス、高溶解性脂肪及びそれらから化学的調整により製造されるワックス類似の特
性の生成物、例えばエステル及びアミド、ワックス類似の特性を備えた合成的に製造され
たエステル及びアミド、ポリオレフィン特にポリエチレンのような低い平均モル質量（Mo
lmasse）を備えた熱可塑性ポリマー、エチレンビニルアセテート共重合体及びエチレンプ
ロピレン共重合体のようなポリエチレン共重合体、フェノールホルムアルデヒド樹脂、脂
肪族、芳香族及びスチロール－インデン樹脂のような混合炭化水素樹脂、コロポニューム
樹脂のような最近の樹脂並びにグリセロール及びペンタエリトロールエステルのようなそ
れらの化学的に調整された変異物質をＦＴパラフィン（ＳＡＳＯＢＩＴ（商標））とは別
に第２の成分として使用することができる。
【００５４】
　比較的柔らかい種類の瀝青に加えるに、一般的に環球法（Ｒ＋Ｋ）軟化点によって且つ
また針入度（penetration）によって決定される硬さの程度に依拠して、流動状瀝青も使
用される。
【００５５】
　一般的に２００゜Ｃよりも高い引火点を有し、且つ、しばしば含まれる合成成分の含有
分がわずかではないエンジン部分から採集する廃油が特に適している、との知識は、十分
に利用されている。そのような合成油は、フッシャー－トロピシュ合成においても採集さ
れる。必要な新鮮な結合剤のＲ＋Ｋ軟化点を得るために、利用されるリサイクル・アスフ
ァルト内の結合剤全てに十分な油が添加される。それには下記の関係が適用される。
１重量部（ＧＴ）のフラックス・オイルが、全結合剤含有分に関して、生成される結合剤
のＲ＋Ｋ軟化点を１゜Ｃ、低下させる。
例として下記のとおり計算された。
Ｒ＋Ｋが６２゜Ｃである４．８Ｍ％の結合剤分を含む１００Ｍ％のリサイクル・アスファ
ルトが、Ｒ＋Ｋを５２゜Ｃに調整され、その結果は、
６２゜Ｃ
－５２゜Ｃ
１０゜Ｃであり、１０゜Ｃの低下したポテンシャル：＝１０グラムのフラックス・オイル
であり、
瀝青４．８Ｍ％のフラックス・オイルの１０グラム＝０．４８％のフラックス・オイルと
なる。
例えば、４．８Ｍ％の結合剤含有分を含む１，０００ｋｇのリサイクル・アスファルト内
には、４８ｋｇの老化した瀝青が含有される。４８ｋｇの１０ＧＴは、４．８ｋｇのフラ
ックス・オイルに相当する。それ以上の添加物なしに、１，００４．８ｋｇの再活性可能
な骨材が得られた。
【００５６】
　解体されたフライス等級又は粒状アスファルトの加熱のための装置としては、平行ドラ
ムが適することが、これまでに証明された。これらのドラムによってリサイクル・アスフ
ァルトは、じんわりと加熱され、放射を制限して概ね１３５゜Ｃまで加熱する。新骨材に
、高温に加熱された新鮮な鉱石材料であって制限された新鮮な鉱石材料が混合されること
から、添加される量は、一般的に、８０Ｍ％に限定され、１６５゜Ｃより高い舗設温度の
達成が可能である。これらの温度においてのみ、建設材料の適正な敷設と圧縮が可能であ
る。
【００５７】
　このような高温は、例えばフラックス・オイルである可塑剤に組み合わせて、フィッシ
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ャー－トロプシュ・ワックス、又は、ＳＡＳＯＢＩＴ（商標）のような類似材料が硬化剤
として添加されるこの出願の発明に従えば、全く必要としない。舗設温度は、３０゜Ｃよ
りも大きい温度差分だけ低下させることができる。
【００５８】
　この出願の発明に従う利用は、一方では、生成されるアスファルト内の流動状瀝青が、
舗設の際、改良された圧縮挙動を示すのに有効である。他方では、この出願の発明に従い
、可塑剤と硬化剤の系として両方の物質（フラックス・オイルとＳＡＳＯＢＩＴ）が相互
にそれぞれの効果を補完することができる組合せ効果を達成する。アスファルトのいずれ
の所望の硬度も、ほとんどが、この「可塑剤と硬化剤」の系によって確実に設定すること
ができる。ここで、また、一方で可塑剤の効果を維持し且つ他方で硬化剤の効果を支持す
るためには全結合剤の３％の材料添加が、一般的に、必要である。
【発明の効果】
【００５９】
　この出願の発明の利点は、したがって、
資源リサイクル・アスファルトが完全に使用可能となること、
地域的な調合法の再生が可能であり且つ一般的に再使用することができること、
ばら材料の移動が低減されること、
国家経済に対しリサイクル・アスファルトのほとんど１００％再利用を伴う相当な節約を
可能とすること、及び
混合装置のよりシンプルな設計を可能とすること、に示される。
【００６０】
　したがって、この出願の発明は、初めに説明した問題及び設定された技術的目的を極め
て容易に解決する。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】リサイクル・アスファルトの採集と粒状材料の生成から、分析研究室での粒状材
料の検査と粒状材料の加熱と粒状材料の重量配分を経て、可塑剤と硬化剤の組合せ系の添
加が続き、新しいアスファルト骨材の混合とその積み込みに至り、最終は建設現場の舗設
であるプラント構成の流れ図を示す。
【図２】この発明による可塑剤と硬化剤の系を使用したマーシャル安定度とフロー値の変
化の試験されたグラフ図表を示す。
【図３】この発明による可塑剤と硬化剤の系を使用した容積密度の変化の試験されたグラ
フ図表を示す。
【図４】この発明による可塑剤と硬化剤の系を使用した空洞の変化の試験されたグラフ図
表を示す。
【発明を実施するための形態】
【００６２】
　以下、添付図面を参照してこの出願の発明の実施例について説明する。
【００６３】
　図１では、プラント構造が流れ図にて描かれており、これは、
【００６４】
　符号１の付されたアスファルト道路解体現場での切断によるリサイクル・アスファルト
の採集と、
【００６５】
　切断されたリサイクル・アスファルトを供給して所定粒径の粒状材料をふるい分けるた
めのスクリーン装置２と、
【００６６】
　スクリーン装置２と連係して、大き過ぎるリサイクル・アスファルト又は所定粒径より
大径の粒状材料を使用可能な寸法へと縮小して、スクリーン装置へ供給するための破砕装
置３と、
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【００６７】
　全結合剤分（瀝青）及び粒状材料の硬度、可塑剤－硬化剤の系の添加剤に関する設定値
、及び／又は、技術的な理論値／実際値の決定／制御、のような属性を検査するための分
析研究室４であって、必要ならば、記録、検査の機能を提供するコンピュータ支援プログ
ラムを使用し、また、必要ならば、採集され／又は処理されたリサイクル・アスファルト
からの技術的パラメータを補正して、個々の技術的パラメータを設定し及び／又は得られ
た実際値を検査するための処理粒状物質の分析を行う分析研究室４と、
【００６８】
　符号６の付された後続の加熱された粒状材料の重量配分を伴う処理される粒状材料を加
熱するための、例えば、いわゆる平行ドラムとして構成されたドラム装置５と、
【００６９】
　舗設用アスファルト骨材を生成するための混合プラント１１であって、この中で、前記
加熱され重量配分された粒状材料と、符号９，１０の付された重量配分後の可塑剤－硬化
剤の系７、８とが予め定められた技術値に従って混合される混合プラント１１と、
【００７０】
　アスファルト骨材を積み込み且つこれを建設現場で舗設するためのサイロのような付随
的な積み込み装置１２とから構成されている。
【００７１】
　この発明の技術的実施の設計及び展開において、リサイクル・アスファルト内の瀝青の
老化を低減するための物質を添加し且つ粒状アスファルトの加熱の度合を制限することに
よってリサイクル・アスファルトを再使用し且つアスファルト骨材を生成する方法であっ
て、リサイクル・アスファルトを含有する混合物に添加される可塑剤と硬化剤とを所定の
割合で組合せて使用することを特徴とし、ａ）再使用のためリサイクル・アスファルトを
粒状材料として採集し及び／又は処理する過程、ｂ）加熱、重量配分、可塑剤－硬化剤の
系の添加、及び／又は、生成されるアスファルト骨材の配合成分に関する技術的理論的パ
ラメータの決定のために処理された粒状材料を分析する過程、並びに／又はｃ）必要なら
ば、生成されたアスファルト骨材の得られた処理中の値を制御する過程を含む方法に従う
プロセス過程を考慮した技術的プロセスは、図１の流れ図の項目１乃至１３に従い相互に
適合する一連の作業で、実施される。さらに、既存道路設定予定線又は地域状況を維持し
ながら、上述の一連の作業に適合して、アスファルト道路又は解体アスファルト道路を、
新たに供給したアスファルト骨材に置き換える、とのコンセプトも、単に、新アスファル
ト骨材を製造するに必要な技術プロセスによって、時間をずらして実現することができる
。
【００７２】
　この発明の中心的なコンセプトである、リサイクル・アスファルトとの対応混合物に添
加される可塑剤と硬化剤の系の組合せ使用は、慣用の個別装置より成るプラント構造によ
って、新規な装置なしに最適に実施可能である。
【００７３】
　原理として、図１は、常温相内の混合物に可塑剤と硬化剤の系が添加される例を示す。
可塑剤が、加熱の前に、処理される粒状アスファルトに添加される形態、硬化剤が、加熱
の前に、処理される古い粒状アスファルトに添加される形態、硬化剤が、硬化剤を吸収し
た繊維充填材の形態で粒状アスファルトに添加される形態、及び硬化剤が、繊維充填材と
硬化剤を含有した圧縮されたペレットの形態で添加される形態で、前記の系を、加熱の前
に（例えば、分析研究室４内での粒状材料の分析の後に）、生成されるべき混合物に添加
することが可能である。
【００７４】
　リサイクル・アスファルトの対応する状態の下、その成分の詳細な分析の後に、場合に
よっては、新しいアスファルト混合物の生成が、新しい鉱石材料なしに可能である。
【００７５】
　この発明の説明にて既述したように、可塑剤と硬化剤の系は、ある実施形態では、２０
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゜Ｃより高い引火点を有し、室温で液体状で、瀝青と混合可能な高沸点性の物質又は物質
調合物が可塑剤として使用され、アスファルトの有用温度範囲内では非流動性で、非脆性
で高剛性の材料が硬化剤として使用され、可塑剤は、ある実施形態では、潤滑基油のよう
な高沸点性の石油留分、潤滑油製造の副産物、廃油処理で生成される液状副産物、油脂の
ような天然生成物、又は脂肪酸メチルエステルのような植物又は動物由来の化学的に調整
された油脂、又はこれらの物質の混合物が可塑剤として使用され、硬化剤は、ある実施形
態では、合成パラフィンワックス又は石油から分離されたワックス、石炭から採集される
化石ワックス、植物又は動物由来の最近のワックス、高溶解性の脂肪及びそれから化学的
な調整によって製造されるワックス類似の特性を備える、エステル及びアミドのような生
成物、ワックス類似の特性を備える合成されたエステル及びアミド、ポリオレフィン特に
ポリエチレンのような低い平均モル質量を備えた熱可塑性ポリマー、エチレンビニルアセ
テート共重合体及びエチレンプロピレン共重合体ようなポリエチレン共重合体、フェノー
ルホルムアルデヒド樹脂、脂肪族、芳香族及びスチロール－インデン樹脂のような混合炭
化水素樹脂、コロポニューム樹脂のような最近の樹脂、並びにグリセロール及びペンタエ
リトロールエステルのようなそれらの化学的調整された変異物質が硬化剤として使用され
る。
【００７６】
　具体的には、そして好ましくは、エンジンの処理から生ずる廃油又は作業場及びガソリ
ンステーションからの産業油のようなフラックス・オイルが可塑剤として使用され、ＦＴ
パラフィン（ＳＡＳＯＢＩＴ（商標））が硬化剤として使用される。
【００７７】
　以下の例は、この発明の研究の枠内において、商業的及び／又は工業的な使用のための
この発明の適用を示している。
【００７８】
　新アスファルト骨材製造のため処理されるリサイクル・アスファルト粒状材料は、１０
０Ｍ％のリサイクル・アスファルトとして設定される。これは、４．８Ｍ％の分析された
結合剤／瀝青含有分により評価された。結合剤／瀝青含有分であるこの塊は、６２゜Ｃの
Ｒ＋Ｋによる軟化点を有し、これは５２゜Ｃに設定される必要がある。これにより、いわ
ゆる降下ポテンシャルとしてフラックス・オイルの１０ＧＴに相当する１０゜Ｃの差が生
ずる。
【００７９】
 ４．８Ｍ％結合剤／瀝青の１０ＧＴフラックス・オイルは、０．４８％フラックス・オ
イルの必要を生ずる。
【００８０】
　全結合剤／瀝青含有分に対する１ＧＴのフラックス・オイルが、生成する結合剤／瀝青
のＲ＋Ｋによる軟化点を、１゜Ｃ下げる関係が認められる。
【００８１】
　再使用のために処理したリサイクル・アスファルト１，０００ｋｇ内には、４８ｋｇの
（老化した）結合剤／瀝青が、４．８Ｍ％の結合剤／瀝青含有分として存在し、４８ｋｇ
に対する１０ＧＴの計算により、１，０００ｋｇリサイクル・アスファルトの塊につき４
．８ｋｇのフラックス・オイルが必要であることが明らかとなった。
【００８２】
　従って、１，００４．８ｋｇの骨材が得られ、この骨材は、この例では、リサイクル・
アスファルトの完全な再使用に対応する。リサイクル・アスファルトの適当な質及び量に
関する分析の後に再活性化された骨材に対する新しい鉱石材料の添加が必要ないとの条件
では、これらの新しい鉱石材料を節約して、新しいアスファルト骨材の塊に可塑剤を添加
してリサイクル・アスファルトの塊を全部活用することができる。
【００８３】
　この発明による可塑剤－硬化剤の系の軟化点降下の効果を有するこの可塑剤の部分は、
ここで、硬化剤の部分と組み合わされ、硬化剤としてのＳＡＳＯＢＩＴ（商標）のような
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この場合のＦＴパラフィンとともに、全硬化剤／瀝青の３％、すなわち、この場合、１．
４４ｋｇの硬化剤／瀝青が、粒状材料に添加される。
【００８４】
　図２乃至４には、この発明に従う可塑剤－硬化剤の系を使用して得られた発生結果が、
改善されたマーシャル安定度とフロー値、
標準値に対応する容積密度、及び
低減された空洞であって、同様に標準値に適合した空洞、
に関して、符合する範囲と値で、図表として示される。
【００８５】
　図２は、この発明に従う可塑剤－硬化剤の系により粒状化されたリサイクル・アスファ
ルトから生成される新しいアスファルト骨材のマーシャル安定度及びフロー値の展開線を
示す。
【００８６】
　ドイツ工業規格１９９６部分１１に従いマーシャル試験体（ＭＰＫ）が検知対象として
の役割を果たす。現技術水準の基準混合物が用いられる。
１． ６８．４゜Ｃから５１．６゜Ｃへ変動された（abgefluxt）硬化剤／瀝青含有分のＲ
＋Ｋによる確定された軟化点によって１００％粒状リサイクル・アスファルトが処理され
た。安定値は、１３５゜Ｃにおいて１２．２ＫＮ（記号★で示す）である。
２． リサイクル・アスファルトから抽出された鉱石材料（岩石）、すなわち結合剤／瀝
青含有分は、洗浄され、品質５０／７０の新鮮な瀝青によって処理され、その際、Ｒ＋Ｋ
による軟化点は５０．６゜Ｃである。ここで、１３５゜Ｃにおいて、安定値が１０．９Ｋ
Ｍ（記号◎で示す）に達する。
【００８７】
　他方において、この発明に従い製造された骨材の分析により、１２０゜Ｃの加熱だけで
１３．３ＫＮの十二分に高い安定値を示した。
【００８８】
　この図表のみにより、追加的な加熱技術を必要としない、加熱のために最適なエネルギ
ー需要の利点が示される。さらに、道路面又はその他の舗装として適用される骨材の実用
価値は、従来の舗設よりも高いものとなる。
【００８９】
　この発明は、また、図３に従い、１３５゜Ｃに加熱された際の２．４の測定された容積
密度が、２．４０９の標準値（記号★で示す）に実際に等しいことを実証しており、後者
の値は、ドイツ工業規格１９９６部分１１に従う目的密度として、また、基準として用い
られる。
【００９０】
　最後に、この発明に従い測定された図４に従う空洞の減少は、ドイツ工業規格１９９６
部分１１に従う値である１３５゜Ｃでの２．９容積％の値（記号★により示す）に符合す
ることも注目されるべきである。
【００９１】
　したがって、この発明は商業的、工業的及び経済的に使用可能であるにとどまらず、少
なくとも部分的には、資源リサイクル・アスファルトを完全利用する新たに製造されたア
スファルト骨材の顕著に有用な特性をも提供することができることが、概ね、実証された
。
【００９２】
　ここで重要なのは、リサイクル・アスファルトの符合する状況及びその質的・量的分析
の下、混合温度が、舗設温度と同様に６０゜Ｃから達成可能であることである。
【産業上の利用可能性】
【００９３】
　この発明は、使用されるべき新しい加熱技術又は必要される装置の拡張なしに、リサイ
クル・アスファルトの再使用と高温アスファルトの製造により、慣用的なプロセスの流れ
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【符号の説明】
【００９４】
　
１　　　アスファルト道路の解体現場での切断によるリサイクル・アスファルトの採集
２　　　リサイクル生成物用スクリーン装置
３　　　粒状材料の生成のための破砕プラント
４　　　分析研究室での粒状材料の試験
５　　　ドラム装置での粒状材料の加熱
６　　　加熱された粒状材料の重量配分
７　　　硬化剤の添加
８　　　可塑剤の添加
９　　　可塑剤を重量配分する装置
１０　　硬化剤を重量配分する装置
１１　　アスファルト骨材用混合プラント
１２　　アスファルト骨材を積み込むためのサイロのような積み込み装置
１３　　アスファルト道路へのアスファルト骨材の舗設
ＧＴ　　重量部
Ｍ％　　重量％
Ｒ＋Ｋ　環球法軟化点
ＭＰＫ　マーシャル試験体
★ 従来技術の参照値のための指標（図２，３，４）
◎　　　従来技術の参照値のための指標（図２）

【図１】 【図２】
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